
監 査 公 表

地方自治法第２４２条第１項の規定に基づく、平成２８年６月１７日付けの請

求について、同条第４項の規定に基づき監査を実施したので、結果を次のとおり

公表する。

平成２８年８月３日

秋田市監査委員 藤 井 英 雄

秋田市監査委員 髙 井 宏 司

秋田市監査委員 小 林 一 夫

秋田市監査委員 三 浦 清
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第１ 請求人

（略）

第２ 監査の請求

１ 請求の受理

平成２８年６月１７日に提出のあった本件請求については、所定の法定要件

を具備しているものと認め、平成２８年７月８日にこれを受理した。

２ 請求の要旨

本件請求書の記載事項から、本件請求の要旨を次のように解した。

(1) 平成２７年９月１日に契約を締結した秋田市固定資産土地評価業務委託

（以下「本件事業」という ）の入札は、次の事象から競争性・公平性・中。

立性を欠く不適切なものである。

ア 本件事業は公募型指名競争入札により契約を締結したものであり、その

入札参加要件の主たる事項は以下のとおりであるが、入札参加要件全てを

満たす業者は１業者しか存在しない。

①秋田市内に事務所を持ち、不動産鑑定士が２名以上常駐すること。

②秋田市内の事務所に常駐する２名以外に、固定資産土地評価の実績があ

る２名以上の不動産鑑定士がおり、当該業務を担当すること。

③過去１０年以内に政令指定都市又は中核市の自治体と種類及び規模をほ

ぼ同じくする業務の履行実績を有すること。

イ 入札参加要件を満たす業者が１業者しか存在しない要件で入札を行うこ

とは、入札の目的を阻害するものである。

ウ 本件事業の業務内容として、審査申出や困難事例等への対応が存在する

ことから不動産鑑定業者に限定したものと思料されるが、一般社団法人秋

田県不動産鑑定士協会や不動産鑑定士により対応できるものであることか

ら、限定する理由とはならない。

(2) 以上のことから、契約は不適切なものであると言わざるを得ない。本件事

業の契約額は、３年間で50,500,000円（税抜き）であり、同内容の業務を委

託している山形市や青森市と比較しても、819～1,132万円高額となっており、

秋田市が被っている被害額は大きい。
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よって、本件事業の契約の締結により市が多額の損害を被っているのは明

らかであることから、市は本件事業の契約を解除し、競争性・公平性・中立

性を整備の上再入札を行うよう求める。

３ 請求人の提出証拠（事実証明書）

別紙参照

（注）提出証拠（事実証明書）の内容については、記載を省略した。

４ 請求人の証拠の提出および陳述

地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２８年７月１９日に請求

人に対して陳述の機会を設けたが、請求人から新たな証拠の提出および陳述は

なされなかった。

第３ 監査の実施

１ 監査対象事項

本件請求書の記載事項および請求書に添付された事実証明書を検討し、本件

事業について、違法又は不当な契約の締結に当たるか否かを監査の対象とした。

２ 監査対象機関

企画財政部資産税課を監査の対象とした。

３ 監査対象機関の監査

(1) 監査資料の提出

平成２８年７月８日に、企画財政部に対し、本件事業に係る契約事務に関

する資料について提出を求め、同月１２日に資料の提出を受けた。

(2) 関係職員の調査

平成２８年７月１９日に、企画財政部長および企画財政部資産税課長ほか

同課職員５名から本件事業について説明を求めた。

４ 監査対象機関の説明

(1) 入札参加要件の設定について

本件事業は、固定資産税の算定に当たり、課税標準額の基礎となる路線価

を評定するために、用途地区、標準宅地および路線の見直しなどを図るもの

であり、高度な客観性、公平性および専門性が求められることから、土地の

価格形成要因を熟知している不動産鑑定士が業務に従事する必要がある。
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このことを踏まえ、本件事業に係る入札参加要件については、次の理由に

より設定したものである。

ア 秋田市内に本社、支店、営業所等を有しており、かつ当該事務所に不動

産鑑定士が２名以上常駐することについて

現地調査および事務対応を速やかに進めるため、秋田市内に活動拠点と

なる本社等を有し、かつ不動産鑑定士が常駐することを要件として設定し

たものである。

本件事業は、２８か月の間に用途地区や標準宅地の見直しを行いながら

約13,000件の路線に路線価を付設する必要がある。路線価の付設に当たっ

ては、価格の均衡を加味しつつ全体のバランスを調整する必要があり、そ

の業務量は膨大である。

また、不動産鑑定士が１名しか存在しない場合、当該不動産鑑定士に不

測の事態が生じた際に、業務が停滞して固定資産台帳への価格の登録や課

税事務に遅延が生じる恐れがあり、市民生活に多大な影響を及ぼす可能性

がある。

こうしたことから、不動産鑑定士が複数人常駐することを要件として設

定したものである。

イ 秋田市内の事務所に常駐する２名以外に、固定資産土地評価の実績があ

る２名以上の不動産鑑定士が社内に在籍し、当該業務を担当することにつ

いて

適正な土地評価のためには、全国的な地価動向、他都市の状況および税

制改正等の情報提供ならびに助言を受けることが必要不可欠であることか

ら、要件として設定したものである。

(2) 入札参加要件を満たす業者が１業者しか存在せず、入札の目的を阻害して

いることについて

本市には、他都市において本件事業とほぼ同様の業務を受託している航空

測量会社や大手不動産鑑定業者の営業所等が複数存在しており、当該事業者

が、市内の営業所等に不動産鑑定士を常駐させることで入札に参加すること

が可能である。

公募型指名競争入札として入札参加要件を公表することにより、当該事業
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者が体制を整備することも十分に考えられる。

従って、入札参加要件を満たす業者が必ずしも１業者に限定されていると

はいえないことから、入札の目的が阻害されているとはいえない。

(3) 審査申出および困難事例等への対応について

請求人は、審査申出および困難事例等については、秋田県不動産鑑定士協

会や標準宅地の鑑定評価を行った不動産鑑定士によって対応できるものであ

り、特定業者に限定する理由にはならないと主張しているが、秋田県不動産

鑑定士協会や標準宅地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、標準宅地の鑑定

評価に関して対応することは可能であるものの、評価替えの中核をなす用途

地区および状況類似地域の分類や街路への路線価付設等の業務には携わって

おらず、路線価付設等に至る一連の経緯などを熟知していないことから、対

応は困難である。

(4) 市の損害について

請求人は、他市の同事業と比較して契約額が高額となっており、市に損害

を与えていると主張しているが、そもそも他の地方公共団体とは業務の仕様

や市域、人口、土地の筆数および路線価付設数等が異なるため、契約額をも

って単純に比較することはできない。

従って、市に損害が生じているとは認められない。

以上、本件事業に係る入札は適正に行われており、不当な契約ではない。

第４ 監査の結果

本件請求については、請求に理由がないものとして棄却する。

以下、事実関係および判断を述べる。

１ 事実関係

(1) 本件事業の概要

土地に係る固定資産税（以下「固定資産税」という ）の課税標準は、土。

地の価格であり、当該価格は適正な時価によるものとされている。

土地の適正な時価は、市長が当該土地を評価して決定するものであるが、

評価は客観的であることおよび全国的に統一される必要があることから、評

価の方法や基準については、地方税法の規定により総務大臣が定める固定資
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産評価基準によらなければならないとされている。

また、固定資産税は、納税者が所有する土地に対して毎年度課税するもの

であることから、本来は、課税対象となる土地について毎年度評価すること

が望ましい。しかしながら、対象となる土地の筆数が膨大であり実務上困難

であること、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑えることが望ま

しいことなどから、３年ごとに評価し価格を見直すものとされている。

土地のうち市街地的形態を形成している地域の宅地については、市街地宅

地評価法により評価する。

市街地宅地評価法の手順は以下のとおりである。

①用途地区の区分

宅地の利用状況を基準として、商業地区、住宅地区および工業地区等に

区分する。

②状況類似地域の区分

用途地区を、街路の状況、公共施設等の接近状況および家屋の疎密度な

どから判断して、状況が類似している地域ごとに細区分する。

③主要な街路の選定

状況類似地域ごとに、標準的で宅地評価の指標となる街路を主要な街路

として選定する。

④標準宅地の選定

主要な街路に沿接する宅地のうちから、奥行、間口および形状等が標準

的な宅地を標準宅地として選定する。

⑤標準宅地の評価

不動産鑑定士が、標準宅地の不動産鑑定評価価格を算出する。

⑥標準宅地の適正な時価の評定

地価公示価格、都道府県地価調査価格および不動産鑑定士による不動産

鑑定評価価格等を活用し、その７割を目途として標準宅地の適正な時価

を評定する。

⑦主要な街路の路線価の付設

主要な街路に沿接する標準宅地の適正な時価に基づき、主要な街路に路

線価を付設する。
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⑧その他の街路の路線価の付設

主要な街路の路線価を基礎として、街路の状況、公共施設等の接近状況

および家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便の相違を総合的に考慮し

て、その他の街路に路線価を付設する。

⑨各筆の評点数の付設と評価額の算出

各街路に付設された路線価を基に、個々の宅地の状況に応じて、画地計

算法を適用して各筆の評点数を付設し、評価額を算出する。

本件事業は、固定資産税の賦課の基礎となる路線価評定までの一連の評価

手段について根拠を明確にし、評価の客観性および合理性を立証するととも

に、大量評価における評価の均衡化および適正化を確保することを目的とし、

平成３０年度に実施する土地の評価替えに当たり、現在設定されている用途

地区、状況類似地域、主要な街路、標準宅地および路線価等の見直しを行い、

路線価の付設までの一連の業務（上記①から⑧までの業務（ただし⑤の業務

を除く ）を委託するものである。。）

(2) 契約の概要

契約に関する事務は、全て企画財政部資産税課で行われた。

件 名：秋田市固定資産土地評価業務委託

契約方法：公募型指名競争入札

応 募 者：一般財団法人Ａ

請 負 者：一般財団法人Ａ

契 約 日：平成２７年９月１日

契約金額：54,540,000円（うち取引に係る消費税額および地方消費税の

額4,040,000円）

契約期間：平成２７年９月１日から平成３０年３月３１日まで

(3) 支払額

平成２８年４月１４日に、出来高に対する委託料の部分払として、

13,165,200円が支払われた。
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(4) 本件事業の契約締結までの手続きは次のとおりである。

ア 秋田市企画財政部業務委託等業者選定審議部会

秋田市事務決裁規程別表第２の２の備考によれば、歳出予算の執行に係

る契約の契約方法および業者選定に関し副市長又は部長が専決するときは、

それぞれ別に定める業者選定のための審議委員会又は審議部会の合議を経

なければならないとされている。

本件事業は、契約の契約方法および業者選定に関して部長が専決すべき

ものであったことから、秋田市企画財政部業務委託等業者選定要領の規定

に基づき設置された、秋田市企画財政部業務委託等業者選定審議部会（以

下「審議部会」という ）において平成２７年８月４日に契約方法が審議。

され、審議部会の合議を経て、同日、契約方法を公募型指名競争入札とす

ることが決定された。

また、地方自治法施行令（以下「施行令」という ）第１６７条の１１。

第２項の規定によれば、普通地方公共団体の長は指名競争入札において施

行令第１６７条の５第１項に規定する入札参加資格をあらかじめ定めなけ

ればならないものとされており、秋田市財務規則第１１７条では、施行令

に規定する入札参加資格について市長は別に定めるものとしている。

このことを受け、企画財政部では、秋田市企画財政部公募型指名競争入

札実施要領により基本的な入札参加資格を定めるとともに、本件事業に必

要となる入札参加資格をあらかじめ定めるため、平成２７年８月４日に審

議部会において審議が行われ、本件事業に係る入札参加要件が定められた。

イ 秋田市ホームページへの掲載

本件事業で採用した公募型指名競争入札は、一般的な指名競争入札とは

異なり、地方自治体が設定した業務の仕様や入札参加資格をあらかじめ公

表し、事業者等がそれらを閲覧したうえで、入札参加資格を満たす事業者

等が入札に参加する意思を示し、当該参加の意思を示した事業者等につい

て入札参加資格を満たすかどうかを地方自治体が審査し、入札参加資格を

満たす事業者等を地方自治体が指名して入札に参加させる手法である。

従って、発注者である地方自治体は、発注する業務の仕様や入札参加資

格等をあらかじめ適切な方法で公表する必要がある。
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また、指名競争入札において入札参加資格を定めた場合には、施行令第

１６７条の５第２項の規定により公示しなくてはならないものとされてい

ることから、市は「入札のお知らせ」と題して、平成２７年８月５日に以

下の内容を秋田市ホームページに掲載した。

(ｱ) 入札の対象となる業務

秋田市固定資産土地評価業務

(ｲ) 業務の概要

以下の業務を行う。

①路線の検討および新設街路の設定

②価格形成要因の調査

③用途地区および状況類似地域区分の検討

④主要な街路および標準宅地の検討

⑤土地価格比準表の見直し

⑥路線価の評定

⑦評価に関する他都市の状況や法令の動きなどの情報提供

⑧評価困難事例や審査申立て等の際の助言と、技術面での理論補強な

どの提供

⑨その他報告書の作成等本件事業に関すること

(ｳ) 入札参加要件の概要

主な入札参加要件は以下のとおりである。

①秋田市内に本社、支店、営業所等を有しており、かつ当該事務所に

不動産鑑定士が２名以上常駐すること。

②秋田市内の事務所に常駐する２名以外に、固定資産土地評価の実績

がある２名以上の不動産鑑定士が社内に在籍し、当該業務を担当す

ること。

③過去１０年間に政令指定都市又は中核市の自治体と種類および規模

をほぼ同じくする業務の履行実績を有すること。
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ウ 入札

本件事業は、平成２７年８月５日から同月１９日を入札参加申込みの受

付期間とし、同月１８日に一般財団法人Ａ（以下「法人Ａ」という ）が。

公募型指名競争入札参加申込書を提出した。受付期間中に入札参加の申込

みをした事業者は法人Ａのみであり、市は平成２７年８月２４日に審議部

会を開催し、法人Ａが入札参加要件を満たすかどうかにつき審査を行った。

審査の結果、入札参加資格を満たすことから法人Ａを指名するものとし、

平成２７年８月２４日、同法人に入札通知書を発送して、同月２７日に入

札を行った。

入札の結果、予定価格の範囲内である50,500,000円（税抜き）で法人Ａ

が落札した。

エ 契約の締結

ウの入札結果に基づき、平成２７年９月１日に市と法人Ａとの間で契約

が締結された。

２ 判断

以上の事実関係、関係書類および調査結果を総合的に勘案し、本件事業に係

る公募型指名競争入札が、競争性・公平性・中立性を欠く不適切なものである

との請求者の主張について次のように判断する。

(1) 本件公募型指名競争入札による入札参加資格の合理性について

本件事業の入札は、上記１(4)に記載のとおり、平成２７年８月４日の審

議部会の合議を経て契約方法を公募型指名競争入札とすることが決定された

ものであり、秋田市財務規則第１１７条の規定により設定された秋田市企画

財政部公募型指名競争入札実施要領に基づき、本件事業に係る入札参加要件

が定められたものである。

地方自治法第２３４条では、地方公共団体が締結する契約は、一般競争入

札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法によるものとされ（第１

項 、指名競争入札、随意契約又はせり売りについては、政令で定める場合）

に該当するときに限り、これによることができるとされ（第２項 、また、）

競争入札に加わろうとするものに必要な資格等に関して必要な事項は政令で
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これを定めるとされている（第６項 。）

このうち、指名競争入札における指名は、当該契約の入札参加資格を有す

る者の中から、当該指名競争入札に参加させようとする者を選択する行為で

ある。この点、上記地方自治法の規定を受けた施行令は「普通地方公共団体

の長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参

加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようと

する者を指名しなければならない 」と定める（第１６７条の１２第１項）。

のみで具体的な指名基準や手続きを定めていない。これは業者の指名につい

ては、業者の能力、技術力、経営および信用の状況等の諸事情を考慮して的

確に判断する必要があるから、いかなる者を指名競争入札に参加させるかの

判断を契約担当者である地方公共団体の長の広範な裁量に委ねる趣旨である

と解される。

しかしながら、地方公共団体の締結する契約については、その経費が住民

の税金で賄われるものであることから、契約締結に当たっては、公正性、透

明性および適正な競争を通じた経済性を確保することが必要である。そのた

め、地方公共団体の長において、あらかじめ、指名競争入札に参加できる者

）、の資格要件を定めることが義務付けられ（施行令第１６７条の１１第２項

これに加えて、各地方公共団体において、指名基準が定められており、恣意

的な運用がなされないようにすることが求められている。

従って、指名競争入札による入札参加資格を定めるに当たっては、恣意的

な運用は許されず、本件参加資格を定めるにつき、極めて不合理であり、社

会通念上、著しく妥当性を欠くと認められる場合には、裁量権を逸脱又は濫

用したものとして違法又は不当となるものと解する。

そこで、市が定めた指名基準である本件指名競争入札の参加資格について、

請求人が違法又は不当であると主張する以下の点について、具体的に検討す

る。

ア 秋田市内に本社、支店、営業所等を有しており、かつ当該事務所に不動

産鑑定士が２名以上常駐することを要する旨の指名競争入札参加要件につ

いて

もともと、本件事業は、市の歳入の根幹をなす固定資産税の賦課に当た
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り実施する業務であり、税の基本原則である公平性、中立性および簡素性

にのっとり、土地評価の客観性と合理性を立証することを目的としている

ものであるから、本件事業を遂行するためには、不動産鑑定士という専門

性を有した者が従事する必要があり、また、秋田市の不動産について企画

財政部資産税課と連携して事業を行っていく必要がある以上、現地調査お

よび事務対応を速やかに進めるため、秋田市内に活動拠点となる本社等を

有し、かつ不動産鑑定士が常駐することを要件として設定したことには相

応の合理性が認められる。

その上で、秋田市内の営業所等に２名以上の不動産鑑定士が常駐しなけ

ればならないとしている点については、監査対象機関は、不測の事態に備

え、より万全を期すため地域事情に精通した不動産鑑定士が複数人必要で

あるという認識のもと設定した旨説明しているが、これは、業務の確実な

履行の確保という観点からは一定の合理性が認められるといえる。

イ 秋田市内の事務所に常駐する２名以外に、固定資産土地評価の実績があ

る２名以上の不動産鑑定士が社内に在籍し、当該業務を担当することを要

する旨の指名競争入札参加要件について

監査対象機関によれば、本件事業は２８か月の間に用途地区や標準宅地

の見直しを行いながら約13,000件の路線価を付設するというものであり、

この限られた期間内で現在設定されている路線等の妥当性を判断し、均衡

を保ちつつ路線価を付設しなければならない以上、その業務量は相当程度

膨大であるものと認められる。従って、受託者が契約を確実に履行してこ

の業務量を処理していくためには、綿密な計画のもと専門家によって業務

を組織的に遂行する必要があり、秋田市内の事務所に常駐する２名以外に

更に実績のある２名の不動産鑑定士が在籍し、当該業務を担当することを

要したことには一定の合理性が認められるといえる。

ウ 過去１０年間に政令指定都市又は中核市の自治体と種類および規模をほ

ぼ同じくする業務の履行実績を有することを要する旨の指名競争入札参加

要件について

この点に関しては、本件事業が上記アおよびイに記載のとおりであり、

また、受託者は全国的な地価動向や他都市の状況と照らしながらや膨大な
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業務量を処理していかなければならないものである以上、少なくとも過去

１０年間に所定の履行実績を有することを要件としていることには相応の

合理性が認められるといえる。

エ まとめ

以上のとおり、本件事業に係る入札参加資格は、固定資産税の賦課とい

う市民生活に密接に関連した事案について、遅延等が生じないよう契約期

間内に業務を確実に履行するため設定されたものであり、当該指名競争入

札による参加資格の設定は、社会通念上著しく妥当性を欠くとはいえず、

この点に関する請求人の主張は理由がない。

(2) 入札の目的が阻害されているか否かについて

請求人の主張は、現実に当該指名競争入札の参加資格に該当する事業者は

法人Ａ１事業者のみである以上、入札の目的が阻害されているというもので

ある。しかし、上記(1)で検討したとおり、本件指名競争入札の参加資格に

は不合理な点はなく、入札を実施した結果、現実に当該指名競争入札の参加

資格に該当する事業者が１事業者だけであったとしても本件事業に係る入札

の目的が阻害されたということにはならない。従って、この点に関する請求

人の主張は理由がない。

(3) 市の損害について

本件事業の契約は、地方自治法等の関係法令に基づき適正に締結されてお

り、入札を実施した結果が市に損害を与えたとは認められない。

以上、本件事業の契約の締結に関して、違法又は不当であったとする請求人

の請求は理由がないものと判断する。
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別紙

○ 提出証拠（事実証明書）

１号証 平成27年「秋田市固定資産土地評価業務委託」関係

・入札のお知らせ

・秋田市固定資産土地評価業務仕様書

・契約締結伺（平成27年８月28日決裁）

・業務委託契約書（平成27年９月１日契約締結）

・支出負担行為書兼支出負担行為書（債務負担行為 、支出命令書）

２号証 平成24年「秋田市固定資産土地評価業務委託」関係

・入札のお知らせ

・秋田市固定資産土地評価業務仕様書

・契約締結伺（平成24年８月10日決裁）

・業務委託契約書（平成24年８月10日契約締結）

３号証 他市の入札関係資料

・仙台市入札説明書

・酒田市入札公告

４号証 他市の入札・契約状況

・山形市 入札結果（平成24年５月22日実施、平成27年５月26日実施）

固定資産（宅地）評価に係る基礎データ調査業務委託仕様書

・青森市 平成25年度及び平成26年度青森市契約実績報告書

固定資産（土地）評価更新業務委託契約書（平成25年４月19日契

約、平成26年３月26日一部変更契約 、固定資産（土地）評価更）

新業務仕様書

固定資産税（土地）の路線価格及び路線精査業務委託契約書（平

成26年10月９日契約）

平成26年度包括外部監査の結果に関する報告書

５号証 平成27年度固定資産税評価替えに係る標準宅地の鑑定評価委託業務に

従事する不動産鑑定士の選任について（平成25年10月11日決裁）

６号証 平成27年度固定資産税評価替えにかかる標準宅地の鑑定評価業務地点

毎の担当者リスト及び担当者毎の地点数合計

７号証 不動産の鑑定評価に関する法律（抄）

８号証 不動産鑑定士等登録数（平成27年１月１日現在 （国土交通省ホーム）

ページから）

９号証 不動産鑑定業者情報（国土交通省ホームページから）

10号証 不動産鑑定士名簿（平成27年３月19日現在 （秋田県資料））


